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台風接近時等の対応について 

 日頃より本校の教育活動にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

 さて、気象庁によりますと台風６号は暴風域を保ったまま、６月３日に関東甲信地方に接近す

るおそれがあるという予報が出ております。そこで、本校では生徒の安全を確保するために、

「自然災害への初期対応に関する大田区立学校のガイドライン」に従い、下記の対応をとること

とします。 

 ご家庭におかれましても、台風情報等に注意し、状況に応じた対応をおとりいただき、お子様

の安全確保にご協力くださいますようお願い申し上げます。 

記 

１ 気象庁が発令する暴風警報・レベル３以上の大雨警報・気象防災速報（線状降水帯発生、記録

的短時間大雨）、大田区が発令する緊急安全確保・避難指示・高齢者等避難 ※１対応 

(※１をまとめて、以下、暴風警報等とする。) 

（１）暴風警報等が発令の場合（台風に限らず、気象の変化による暴風なども該当します。） 

 登校時に暴風の場合 学校にいる時に暴風の場合 

 

生

徒

の

対

応 

〇午前６時に大田区に「暴風警報」等が発令されている
場合は、部活動の朝練などには参加しないで自宅待機
とします。 

〇午前７時に大田区に「暴風警報」等が発令されている
場合は、学校は臨時休業となります。 

〇「暴風警報」等が出ていない場合でも、ご家庭の判断
で暴風や大雨で危険と判断されるときは、一時的に登
校を見合わせいただいて構いません。その際は、学校
へ電話連絡をお願いします。 

〇「暴風警報」等が発令されれ
ば、解除されるまで学校に留
め置きます。通常授業を原則
にして生徒の安全確保に努め
ます。 

〇「暴風警報」等が解除された
後に、方面別の集団下校を実
施します。 

家
庭
の
対
応 

 
〇生徒の安全確保をお願いします。 
 
 

 

備
考 

〇午前７時に学校が臨時休業になった後で、「暴風警

報」等が解除されても当日は臨時休業になります。 

〇大田区区教育委員会等関係機
関と連携を取り合いながら対応
します。 

 

（２）午前７時の時点で、大田区に「暴風警報」等が発令されていない場合 

   → 「平常の教育活動」 

２ 鉄道の計画運休に伴う臨時休業等の対応 

  午前０時までに翌日の鉄道の計画運休が発表された場合 

   → 午前０時までに、蒲田駅・大森駅を含むＪＲ京浜東北線の計画運休が、翌日の始発から 

     午後２時までの間に開始されることが発表された場合は臨時休業となります。 

   ※当日、途中で計画運休が解除されても臨時休業の対応は変更しません。 

３ その他 

（１）学校からの連絡は「大田区学校緊急連絡システム」のメールを主に利用します。 

災害等に備え、全家庭の登録をお願いいたします。 

（２）集団下校時には「大田区学校緊急連絡システム」で配信をします。 


